
議案第４４号 

 

   石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定 

   することについて 

 

 石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規

定により議会の議決を求める。 

 

  令和３年３月１日 提 出 

 

石岡市長 谷 島 洋 司   

 

提 案 理 由 

介護保険法施行規則の改正に伴い，石岡市デイサービスセンターの利用料

金を改正するため。



   石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

 

 石岡市デイサービスセンター条例（平成18年石岡市条例第25号）の一部を

次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

別表（第12条関係） 

 石岡市デイサービスセンター利用料金（利用者負担金） 

（単位：円） 

 

利用区分 算定単位 
１割負 

担の者 

２割負 

担の者 

３割負 

担の者 

介 護 保 険 法

第 ７ 条 第 ４

項 に 規 定 す

る 者 で ， 同

法 第 32条 に

基 づ き 要 支

援 認 定 を 受

けたもの 

要支援１で週１

回程度の利用（

月４回まで） 

１回につき 307 614 921 

要支援１で月５

回以上の利用 
１月につき 1,338 2,676 4,014 

要支援２で週２

回程度の利用（

月８回まで） 

１回につき 316 632 948 

要支援２で月９

回以上の利用 
１月につき 2,742 5,484 8,226 

本市に住 所

を 有 し ， 65

歳以上の 者

で介護保 険

法施行規 則

第140条の62

の４第２ 号

の規定に 基

づき厚生 労

働大臣が 定

める基準 に

該当する も

の 

週１回程度（月

４回まで）の利

用 

１回につき 307 614 921 

週１回程度（月

５回以上）の利

用 

１月につき 1,338 2,676 4,014 

週２回程度（月

８回まで）の利

用 

１回につき 316 632 948 

週２回程度（月

９回以上）の利

用 

１月につき 2,742 5,484 8,226 



   附 則 

 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 


